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高速交通ネットワーク及び地域交通の整備・充実について 
 

 我が国が直面する少子高齢社会を克服し、持続的な発展を遂げるためには、

東京一極集中を是正し、魅力ある地域づくりに取り組んでいかなければなら

ない。 

そのためには、高規格道路や新幹線など、円滑な物流や交流人口の拡大に資

する高速交通ネットワークの構築が必要不可欠である。 

また、高速交通ネットワークは、近年各地で頻発する大規模な自然災害発生

時において、救助・復旧活動や支援物資の輸送を円滑に行うための重要な役割

も担っている。 

さらには、住民が安心して暮らせる地域づくりのためには、日常生活や経済

活動に欠かすことのできない地方鉄道やバス路線を維持していくことが必要

である。 

 ついては、中国・四国地方の更なる連携と多様な地域づくりに資する高速交

通ネットワーク及び地域交通の整備・充実のため、以下の事項について強く要

請する。 

 

 

Ⅰ 高規格道路ネットワーク等の整備促進 

１ ミッシングリンクの早期解消 

 

高規格道路は、地方に安定した雇用の場が確保されるよう産業を振興

し、地域経済を活性化するとともに、地方創生に向けた持続可能な社会の

構築に不可欠な社会基盤である。さらに、大規模災害時の代替性を確保し、

住民の安全・安心を守るための「命の道」とも言うべき重要な役割を担っ

ている。 

このことは、平成３０年７月豪雨において長期間通行止めとなった山陽

自動車道を、中国縦貫自動車道及び山陰道が代替・補完し、広域交通の機

能を確保するなどネットワーク効果を発揮したことからも明らかである。 

その一方、山陰道のミッシングリンク区間では、一般道において大渋滞

が発生するなど交通の混乱が見られたが、ミッシングリンクが解消されて

いれば、より円滑な広域交通の確保が可能であったと考えられる。 

また、本年１月に発生した能登半島地震では、半島という地形の特徴か

ら交通ネットワークが限定されるなかで多くの路線が寸断されたため、被

害状況の把握や救援、物資搬入に支障が生じるなど、交通ネットワークの

脆弱性に起因した初動対応の課題が浮き彫りとなった。今後発生が懸念さ

れている南海トラフ地震においても、中国・四国地方に甚大な被害を与え
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ると予想されており、的確な初動対応の実行と円滑な被災地支援や復興の

ため、広域的な道路ネットワークの構築とダブルネットワーク化等による

機能強化が必要である。 

 

ついては、地域の特色ある発展を支え、災害時における応急対応や支援

物資の輸送等に重要な役割を担う高規格道路ネットワークの早期整備の

ため、中国・四国地方に依然として多数存在するミッシングリンクの早期

解消を図ること。 

さらに、主要な国道・地方道は、高規格道路ネットワークと一体となり、

渋滞の解消や、地域の交流・連携の強化を図り、物流の活性化や交流人口

の拡大、広域的な交通拠点である空港・港湾等へのアクセス性の向上に資

するほか、大規模災害時に緊急輸送道路や迂回路としての役割を担うため、

その整備促進を図ること。 

 

２ 暫定２車線区間の早期４車線化等 

 

   対面通行に起因する重大事故の防止や高速道路本来の定時性、速達性

の確保による物流機能の強化、さらに、事故発生時や豪雪を含む大規模災

害時における交通機能の確保を図るため、暫定２車線区間の４車線化等

を早期に実現する必要がある。 

また、高速道路の機能を将来にわたり維持するため、抜本的な性能回復

を図る更新事業等についても進める必要がある。 

このことから、料金徴収期間の延長による財源を活用し、高速道路の更

新事業等を着実に進めるとともに、令和元年９月に公表された「高速道路

における安全・安心基本計画」において指定されている優先整備区間の４

車線化の早期整備を図ること。 

なお、４車線化等が行われるまでの間、長大橋、トンネル区間において

も安全・安心の確保を図るための緊急対策の検討を推進し、有効な対策を

早期に実施すること。 

 

３ 重要物流道路の機能強化及び重点支援 

 

   平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、重要物流道路

及び代替・補完路の追加指定については、地方の意見を十分に反映するこ

と。 

   また、指定道路の整備・機能強化を推進するとともに、そのために必要
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な補助制度の拡充等による財政支援を行うこと。 

 

４ 道路関連予算の拡大 

 

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に必要な予算･

財源は、例年を大幅に上回る規模で確保し、計画的に事業を推進するとと

もに、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化を推

進できるよう、改正国土強靱化基本法に基づく国土強靱化実施中期計画の

策定を令和６年度内の早期に完了させ、５か年加速化対策後も引き続き、

国土強靱化に必要な予算・財源を別枠で確保すること。 

老朽化が進む道路施設の的確な維持管理と更新が可能となるよう、引き

続き、必要な予算を確保すること。 

あわせて、全国の中でも道路整備が遅れている中国・四国地方において

生産性の高い産業基盤を形成するとともに安全・安心な生活を確保するた

め、高規格道路をはじめとする道路ネットワークの整備を計画的かつ着実

に推進できるよう、新たな財源を創設し道路関連予算を拡大すること。 

 

 

Ⅱ 高速鉄道ネットワークの整備促進 

 

高速交通ネットワークを活用した多様性のある経済圏・大交流圏形成によ

る「多極交流圏の創設」、国土軸のリダンダンシーの確立と防災力強化によ

る「新たな国土構造の構築」の観点から、全国各エリアに新幹線を整備する

ことが求められるが、中国・四国地方の新幹線計画は基本計画にとどまって

いる。 

このため、新幹線整備事業の国土強靭化実施中期計画への位置づけや、中

国・四国地方における新幹線の整備計画への早期格上げに向けた調査を実施

するための予算措置、在来線の更なる高速化・快適化を図るために必要な建

設事業費や車両更新費への新たな財政支援制度の創設など、高速鉄道ネット

ワークの整備に向けた具体的な取組を加速化すること。あわせて、並行在来

線の取扱いを含めた地方負担のあり方を見直すこと。 
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Ⅲ 地域交通の維持・確保等 

１ 地域公共交通網の維持・確保・充実 

 

地方の鉄道やバス路線等の地域公共交通網は、地域住民の日常生活や経

済活動に欠かすことのできない生活に密着した大切な移動手段であるこ

とから、採算性のみに捉われず、地域公共交通網を維持・確保及び充実さ

せるための施策を講ずるとともに、第２次交通政策基本計画に示すとおり、

地域公共交通の維持確保に必要な財源のあり方の検討に早急に着手する

こと。 

 

 ２ 地方の鉄道ネットワークの維持・確保 

 

（１）「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正により、地方

路線の再構築等に関する協議の場として、国が再構築協議会を設置する

制度が創設されたところであるが、鉄道事業者側の意向のみによって安

易に地方路線の見直しがなされるべきではないことから、国が再構築協

議会を設置する場合には、「路線の廃止ありき」や「モード（輸送手段）

の転換」等を前提とした協議とならないよう、中立的な立場で責任を持

って関与するとともに、その設置や運営にあたっては、地域の実情に十

分に配慮すること。 

また、自治体等が取り組む駅を中心とした「まちづくり事業」をはじ

め、利便性向上や利用促進に向けた取組など、地方路線を維持するため

の支援について、拡充強化を図ること。 

加えて、運転士をはじめとする人手不足により、路線の減便や駅無人

化等、利用者へのサービス水準の低下を加速させることが懸念されるこ

とから、人材確保支援はもとより、省人化に向け「自動運転技術の確立」

など、国主導で取り組むこと。 

 

（２）災害により、ＪＲローカル線の線路や橋梁等の施設が被災した場合に

は、これを直ちに路線の存廃の議論に結びつけることがないようＪＲ各

社を指導するとともに、速やかに復旧し、路線が維持できるよう、積極

的に支援を行うこと。 

 

（３）近年、全国各地の複数のＪＲから、ローカル線のあり方検討を求める

表明が相次いでなされていることから、国主導で進められた国鉄分割
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民営化の経緯や、想定以上の速度で進む人口減少、少子高齢化、金利の

低下など、民営化した当時と時代背景や社会構造が異なっていること

を踏まえ、ローカル鉄道を路線単位で縮小均衡させるという議論では

なく、中山間地域の持続可能性や地方創生、国土強靱化といった将来の

国のあり方を見据えた今後の交通体系のあり方や、その中におけるＪ

Ｒのあり方について、国民共通の社会基盤である全国の鉄道網をどう

するのかという大きな視点で議論し、国の交通政策の根幹としての方

向性を早期に示すこと。 

 

３ 地域の実情に応じた交通手段の維持・確保 

 

近年、人口減による利用者減、ドライバー不足等によりバス事業者等の

撤退、路線の縮小が顕著となってきていることから、住民の移動手段を維

持・確保し、地域でいつまでも安心して住み続けられるよう、これまでの

バスを中心とした支援だけではなく、地域の実情・ニーズに応じた多様な

生活交通の維持・確保策に対する財政支援を拡充すること。 

 

４ 海上輸送網の機能充実 

 

海上輸送網については、国際競争力強化に向けた物流の効率化や大規

模災害発生時の海上輸送機能維持のため、整備が不十分な日本海側をは

じめ、瀬戸内海、四国地域における海上輸送の拠点となる港湾の機能充

実・強化を図ること。 
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